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部会資料 20-２ 

 

要綱案（案）（説明付き） 

 

（用語の説明）要綱案（案）では、特段の断りがない限り、民事訴訟法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第４８号。以下「令和４年改正法」という。）による改正後の民事訴訟法を

指して、「民訴法」の用語を用いている。 

 

第１ 民事執行 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

民事執行の手続において裁判所（執行官を除く。以下１及び２において同

じ。）に対して行う申立てその他の申述（以下「申立て等」という。）につ

いては、民訴法第１３２条の１０の規定と同様に、全ての裁判所に対し、一

般的に、インターネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるも

のとする。 

（注）申立て等をインターネットを用いてする際の方法につき、システム上のフォーマッ

ト入力の方式を導入することについて検討するものとする。 

 

（説明） 

  部会資料１９では、（注）の冒頭に「民事執行法の見直しに際しては、」との用語を挿入して

いたが、ややわかりにくいため、削除し、端的な形にしている。以下のフォーマット入力の（注）

は同じである。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

民事執行の手続において、民訴法第１３２条の１１の規定と同様に、委任

を受けた代理人（民執法第１３条第１項又は民訴法第５４条第１項ただし書

の許可を得て代理人となったものを除く。）等は、裁判所に対して行う申立

て等をインターネットを用いてしなければならないものとする。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録（電子化） 

裁判所に提出された書面等（民訴法第１３２条の１０第１項に規定する書面

等をいう。以下同じ。）及び記録媒体（電磁的記録を記録した記録媒体をいう。

以下同じ。）のファイルへの記録(電子化)のルールとして、次のような規律を

設けるものとする。 
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① 申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等に

記載された事項を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル（以

下単に「ファイル」という。）に記録しなければならない。ただし、当該事

項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでな

い。 

② 裁判所書記官は、①の申立て等に係る書面等のほか、民事執行の手続にお

いて裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されてい

る事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイル

に記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

③ 裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されている

事項のうち、次のものについては、①及び②の規律にかかわらず、ファイル

に記録することを要しない。 

ⅰ 第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密（不正競争防止法第２

条第６項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。）のうち特に必要がある

もの 

ⅱ 秘匿決定の申立てがあった場合における秘匿事項の届出（民訴法第１３

３条第２項の規定による届出をいう。以下同じ。）に係る事項 

ⅲ 当事者の閲覧等の制限の申立て又は当事者の閲覧等の制限の決定があ

った閲覧等の制限がされるべき事項のうち必要があるもの 

（注） 民訴法第９２条第９項及び第１０項、第１３３条の２第５項及び第６項並びに第１３

３条の３第２項と同様に、インターネットを用いた提出によりファイルに記録された電

子化された事件記録のうち、①第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密のうち

特に必要がある部分又は②当事者の閲覧等の制限の申立て若しくは当事者の閲覧等の

制限の決定があった閲覧等の制限がされるべき事項が記録された部分は、その内容を書

面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電子化された事

件記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要かつ適切なものと

して最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるものとする。 

 

３ 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する裁判書並びに裁判所書記官が作成する調書及び配当表等に

ついて、書面による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、電

磁的記録により作成するものとする。 

 

４ 期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用 

(1) 口頭弁論の期日 



3 

口頭弁論の期日について、民訴法第８７条の２第１項及び第３項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互

に認識しながら通話をすることができる方法（以下「ウェブ会議」という。）

を当事者に利用させることができるものとする。 

 

(2) 審尋の期日 

審尋の期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用に関し、次のような規

律を設けるものとする。 

① 審尋の期日について、民訴法第８７条の２第２項及び第３項の規定を準

用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議又は音声の送受信により同時に

通話をすることができる方法（以下「電話会議」という。）を当事者に利

用させることができる。 

② 参考人等の審尋について、民訴法第１８７条第３項及び第４項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところ

により、ウェブ会議により参考人又は当事者を審尋することができるとす

るとともに、当事者双方に異議がないときは、電話会議により参考人又は

当事者を審尋することができる。 

 

(3) 配当期日 

配当期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用に関し、次のような規律

を設けるものとする。 

① 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、

ウェブ会議又は電話会議によって、配当期日における手続を行うことがで

きる。 

② ①の期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その期日に出頭した

ものとみなす。 

 

(4) 財産開示期日 

ア 申立人のウェブ会議又は電話会議による参加 

  財産開示期日においては、ウェブ会議又は電話会議を利用して、申立人

が手続に関与することができるものとし、その具体的な規律の内容を以下

のとおりとするものとする。 

① 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところによ
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り、ウェブ会議又は電話会議によって、財産開示期日における手続を行

うことができる。 

② ①の期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その期日に出

頭したものとみなす。 

 

イ 債務者（開示義務者）のウェブ会議による陳述 

財産開示期日においては、ウェブ会議を利用して、債務者（開示義務者）

が財産について陳述をすることができるものとし、その具体的な規律の内

容を以下のとおりとするものとする。 

裁判所は、財産開示期日において、次に掲げる場合であって、相当と認

めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議によって、

債務者に陳述をさせることができる。 

ａ 債務者の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、債務者が執

行裁判所に出頭することが困難であると認める場合 

ｂ 事案の性質、債務者の年齢又は心身の状態、債務者と申立人本人又は

その法定代理人との関係その他の事情により、債務者が執行裁判所及び

申立人が在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を

著しく害されるおそれがあると認める場合 

ｃ 申立人に異議がない場合 

 

５ 売却及び配当 

(1) 売却決定期間 

売却決定期日を経ることなく売却をする仕組みを設けるものとし、その具

体的な内容を以下のとおりとするものとする。 

① 裁判所書記官は、売却を実施させる旨の処分と同時に、売却の許可又は

不許可に関する意見を陳述すべき期間（以下「意見陳述期間」という。）

を指定し、また、売却の許可又は不許可の決定をする日（以下「売却決定

の日」という。）を指定する。 

② ①において意見陳述期間が指定された場合には、売却の許可又は不許可

に関する意見の陳述は、当該期間内に、書面を用いてしなければならない。 

③ ①において意見陳述期間を指定した場合には、当該売却決定の日に、決

定書（電子決定書）を作成して、売却の許可又は不許可の決定をすること

とし、当該決定に対する執行抗告は、民執法第１０条第２項の規定にかか

わらず、当該売却の許可又は不許可の決定の日から１週間の不変期間内に

しなければならない。 
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（注１） ①で指定した意見陳述期間や売却決定の日については、現行の民執規則において

公告及び差押債権者等への通知をすべきものとされている売却決定期日の日時・場所

等（同規則第３６条、第３７条）と同様に、公告及び通知をすべきものとする。 

（注２） 売却の実施の終了から売却の許可又は不許可の決定までの間に民執法第３９条第

１項第７号に掲げる文書の提出があった場合には、執行裁判所は、他の事由により売

却不許可決定をするときを除き、売却の許可又は不許可の決定をすることができない

ものとするが、売却の許可又は不許可の決定後に同号に掲げる文書の提出があった場

合には、その売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失ったとき、又はその売却

不許可決定が確定したときに限り、同条の規定を適用するものとする。 

 

(2) 配当期間 

配当期日を経ることなく配当を実施する仕組みを設けるものとし、その具

体的な内容を以下のとおりとするものとする。 

① 裁判所は、配当異議の申出をすべき期間（以下「異議申出期間」という。）

を指定する。 

② ①において異議申出期間を指定する場合には、民執法第８５条第１項の

規定による配当の順位・額等の決定及び配当表の作成は、当該期間に先立

ち、期日外において行う。 

③ ①において異議申出期間を指定した場合には、当該指定に係る裁判書及

び②において作成した配当表を民執法第８５条第１項に規定する債権者

及び債務者に送付しなければならない。 

④ ①において異議申出期間を指定した場合には、配当異議の申出は、当該

期間内に、書面を用いて行わなければならない。 

（注１） 買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却許

可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し

引いて代金を異議申出期間が満了する日までに納付することができ、買受人の受ける

べき配当の額について異議の申出があったときは、異議申出期間が満了する日から１

週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならないものとする。 

（注２） 配当の順位及び額について、全ての債権者間に合意が成立し、執行裁判所に対し

その旨の届出があった場合には、配当表には、その合意の内容を記載しなければなら

ないものとする。 

（注３） 配当異議の申出をした債権者又は債務者が、異議申出期間の満了の日から１週間

以内（差引納付の申出をした買受人が異議に係る部分に相当する金銭を納付すべき場

合にあっては、２週間以内）に、執行裁判所に対し、配当異議の訴えを提起したこと

の証明等をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなすものとする。 
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６ 売却決定期日及び配当期日の見直し 

(1) 売却決定期日 

売却決定期日の仕組みに関する規定は、削除するものとする。 

 

(2) 配当期日 

   配当期日に関する仕組みに関し、次のような規律を設けるものとする。 

   執行裁判所は、必要があると認めるときは、配当異議の申出をすべき期日

（配当期日）を指定することができる。この場合には、異議申出期間を指定

することを要しない。 

 

７ 電子化された事件記録の閲覧等 

電子化された事件記録についても請求の主体に係る民執法第１７条の規律を

基本的に維持し、利害関係を有する者は、電子化された事件記録について、最

高裁判所規則で定めるところにより、閲覧、複写（ダウンロード）、事件記録

に記録されている事項の内容を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しく

は提供又は事件に関する事項を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しく

は提供（以下この７において「閲覧等」という。）の請求をすることができる

ものとする。 

（注） 電子化された事件記録の閲覧等の具体的な方法について、次のような規律を設けるも

のとする。 

   ① 利害関係を有する者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用いた閲覧等を請求す

ることができる。 

   ② （事件の当事者である）債権者及び債務者は、いつでも事件の係属中に裁判所外端

末を用いた閲覧又は複写をすることができる。利害関係を有する債権者として閲覧等

が認められた者も、同様とする。 

 

８ 送達 

(1) 電磁的記録の送達 

民事執行の手続における電磁的記録の送達について、民訴法第１０９条か

ら第１０９条の４までの規定を準用するものとする。 

 

(2) 公示送達 

民事執行の手続における公示送達について、民訴法第１１１条の規定を準

用するものとする。 
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９ 債務名義の正本の提出に関する規律の見直し 

債務名義が裁判所において電磁的記録により作成されたものである場合に

は、強制執行は、当該債務名義の記録事項証明書に基づいて実施するとの規律

を維持した上で、債権者が当該債務名義に係る事件を特定するために必要な情

報を提供した場合には、記録事項証明書の提出は不要とするものとする。 

（注） 本文に掲げるもののほか、民事執行の手続において裁判の正本を提出することとされ

ている場合において、当該裁判に係る裁判書が電磁的記録により作成されたとき（強制

執行を停止させる裁判が電磁的記録により作成された場合等）についても、本文の規律

と同様に、当該裁判に係る事件を特定するために必要な情報を提供した場合には、当該

裁判の記録事項証明書自体の提出を不要とするものとする。 

 

（説明） 

  第１４回会議では、確定した執行判決のある外国裁判所の判決と、確定した執行決定のある

仲裁判断についても、正本の省略が可能であるのかにつき指摘があった。執行判決のある外国

裁判所の判決については執行判決と外国裁判所の判決とが相まって一つの債務名義に、執行

決定のある仲裁判断については執行決定と仲裁判断とが相まって一つの債務名義になると解

され、現行法の下では、基本的には、執行判決（決定）の正本と外国裁判所の判決・仲裁判断

の正本にあたるものそれぞれが提出される必要があったと思われる（なお、執行文は執行判決

（決定）に付されることになると解される）。本文の提案は、（我が国の）裁判所が電磁的記録

により債務名義を作成し、判決等をした裁判所が正本を作成するケースにつき、その正本の提

出を省略するものであるため、本文の提案では、執行判決（決定）は別として、外国裁判所の

判決・仲裁判断（原本にあたるものは、我が国の裁判所が作成するものではない）の正本にあ

たるものの提出は省略できないと解される。もっとも、執行判決（決定）の中には、外国裁判

所の判決等の主文に該当する部分のみを主文において特定（引用）したり、判決（決定）の別

紙として記載し、これを特定（引用）したりするもののほか、外国裁判所の判決等の全文を判

決（決定）の別紙として引用するものがあり、後者のケースについては、現行法においても、

執行判決（決定）とは別に、外国裁判所の判決等の正本にあたるものの提出を求めないとの解

釈の余地もあるように思われ、仮に、そのようなケースにつき、そのような解釈をとるのであ

れば、本文の提案の下では、そもそも外国裁判所の判決等の正本の提出は不要であり、執行判

決（決定）のみを確認することで足りることになると解される。 

 

１０ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの
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申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限 

費用額確定処分の申立て及び民執法第４２条第４項の申立ての期限につ

いて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

(3) 配当等の額の供託 

民執法第９１条第１項に基づき配当等の額に相当する金銭の供託（以下

「配当留保供託」という。）に関し、次のような規律を設けるものとする。 

① 配当留保供託がされた場合における当該供託に係る債権者（民執法第９

１条第１項第６号に掲げる事由による供託がされた場合にあっては、当該

供託に係る仮差押債権者又は執行を停止された差押債権者。以下同じ。）

は、供託事由が消滅したときは、直ちに、その旨を裁判所に届け出なけれ

ばならない。 

② 裁判所は、配当留保供託がされた日（②によりその供託に係る供託の事

由が消滅していない旨の届出をした場合にあっては、最後に当該届出をし

た日）から①の届出がされることなく２年を経過したときは、当該供託に

係る債権者に対し、①の届出又は供託の事由が消滅していない旨の届出を

するよう催告しなければならない。 

③ ②による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から２

週間以内に届出をしないときは、裁判所は、当該供託に係る債権者を除外

して配当等を実施する旨の決定をすることができる。 

④ ③の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から１

週間の不変期間が経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係

る債権者がその日までに②の届出をしたときは、この限りでない。 

⑤ 当該供託に係る債権者が②の期間を経過する前に供託の事由が消滅し

ていない旨の届出をしたときは、②による届出があったものとみなす。 

 

１１ 執行官と民事執行の手続のＩＴ化 

執行官が執行機関となる場合における民事執行の手続について、執行裁判所

が執行機関となる場合におけるのと同様にＩＴ化するものとする。 

（注） いずれの民事執行の手続においても、執行官に対する申立て等については、執行裁判

所に対する申立て等に関する規律（前記１及び２）と同様とし、委任を受けた代理人（弁
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護士に限る。）はインターネットを用いて申立て等をしなければならないなどとする。 

 

第２ 民事保全 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

民事保全の手続において裁判所に対して行う申立て等については、民訴法

第１３２条の１０の規定を準用し、全ての裁判所に対し、一般的に、インタ

ーネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるものとする。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

民事保全の手続において、民訴法第１３２条の１１の規定を準用し、委任

を受けた代理人等は、裁判所に対して行う申立て等をインターネットを用い

てしなければならないものとする。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録（電子化） 

裁判所に提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録（電子化）のル

ールとして、次のような規律を設けるものとする。 

① 申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等に

記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項を

ファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

② 裁判所書記官は、①の申立て等に係る書面等のほか、民事保全の手続にお

いて裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されてい

る事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイル

に記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

③ 裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されている

事項のうち、次のものについては、①及び②の規律にかかわらず、ファイル

に記録することを要しない。 

ⅰ 第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密のうち特に必要があ

るもの 

ⅱ 秘匿決定の申立てがあった場合における秘匿事項の届出に係る事項 

ⅲ 当事者の閲覧等の制限の申立て又は当事者の閲覧等の制限の決定があ

った閲覧等の制限がされるべき事項のうち必要があるもの 

（注） 民訴法第９２条第９項及び第１０項、第１３３条の２第５項及び第６項並びに第１３

３条の３第２項と同様に、インターネットを用いた提出によりファイルに記録された電

子化された事件記録のうち、①第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密のうち
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特に必要がある部分又は②当事者の閲覧等の制限の申立て若しくは当事者の閲覧等の

制限の決定があった閲覧等の制限がされるべき事項が記録された部分は、その内容を書

面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電子化された事

件記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要かつ適切なものと

して最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるものとする。 

 

３ 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する裁判書及び裁判所書記官が作成する調書等について、書面

による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によ

り作成するものとする。 

 

４ 期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用 

(1) 口頭弁論の期日 

口頭弁論の期日について、民訴法第８７条の２第１項及び第３項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議を当事者に利用させることができ

るものとする。 

 

(2) 審尋の期日 

審尋の期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用に関し、次のような規

律を設けるものとする。 

① 審尋の期日について、民訴法第８７条の２第２項及び第３項の規定を準

用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議又は電話会議を当事者に利用さ

せることができる。 

② 参考人等の審尋について、民訴法第１８７条第３項及び第４項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところ

により、ウェブ会議により参考人又は当事者を審尋することができるとす

るとともに、当事者双方に異議がないときは、電話会議により参考人又は

当事者を審尋することができる。 

 

５ 電子化された事件記録の閲覧等 

電子化された事件記録についても請求の主体及び債権者以外の者の請求の時

期に係る民保法第５条の規律を基本的に維持し、次のような規律を設けるもの

とする。 
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利害関係を有する者は、電子化された事件記録について、最高裁判所規則で

定めるところにより、閲覧、複写（ダウンロード）、事件記録に記録されてい

る事項の内容を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供又は事件

に関する事項を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供（以下こ

の５において「閲覧等」という。）の請求をすることができる。ただし、債権

者以外の者にあっては、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼

び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるま

での間は、この限りでない。 

（注） 電子化された事件記録の閲覧等の具体的な方法について、次のような規律を設けるも

のとする。 

   ① 利害関係を有する者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用いた閲覧等を請求す

ることができる。 

   ② 当事者（申立債権者及び債務者）は、いつでも事件の係属中に裁判所外端末を用い

た閲覧又は複写をすることができる。 

 

６ 送達 

(1) 電磁的記録の送達 

民事保全の手続における電磁的記録の送達について、民訴法第１０９条か

ら第１０９条の４までの規定を準用するものとする。 

 

(2) 公示送達 

民事保全の手続における公示送達について、民訴法第１１１条の規定を準

用するものとする。 

 

７ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限 

費用額確定処分の申立ての期限について、民訴法第７１条第２項を準用す

るものとする。 
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(3) 保全執行に関する手続 

    保全執行に関する手続については民事執行の手続と同様にＩＴ化するもの

とする。 

 

(4) 本案の訴えの提起又はその係属を証する書面の提出に関する規律の見直し 

本案の訴えの提起又はその係属を証する書面（民保法第３７条第１項)に

関し、現在は、裁判所書記官による訴えの提起又はその係属を証明する文書

の提出を要求しているところ、裁判所書記官による証明文書の提出に代え

て、起訴命令を発せられた債権者が保全命令を発した裁判所において本案の

訴えの提起又はその係属を裁判所のシステムを通じて確認するために必要

な情報を書面又は電磁的記録によって提出すれば、裁判所書記官による証明

文書の提出を不要とすることを可能とする仕組みを設けるものとする。 

 

(5) 和解調書の送達 

民事保全の手続について、民訴法第２６７条第２項を準用し、和解を記載

した調書は、当事者に送達しなければならないものとする。 

（注） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組み

込み一本化することと併せて実現するものとする。 

 

第３ 破産手続 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

破産手続等（破産法第２条第１項に規定する破産手続及び破産法第１２章

に規定する免責・復権に係る手続をいう。以下同じ。）において裁判所に対

して行う申立て等については、民訴法第１３２条の１０の規定と同様に、全

ての裁判所に対し、一般的に、インターネット（電子情報処理組織）を用い

てすることができるものとする。 

（注）申立て等をインターネットを用いてする際の方法につき、システム上のフォーマッ

ト入力の方式を導入することについて検討するものとする。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

ア 委任を受けた代理人等 

破産手続等において、民訴法第１３２条の１１の規定と同様に、委任を

受けた代理人（弁護士に限る。）等は、裁判所に対して行う申立て等をイ

ンターネットを用いてしなければならないものとする。 
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イ 破産管財人等 

破産管財人等（破産管財人、保全管理人、破産管財人代理及び保全管理

人代理をいう。以下同じ。）は、当該選任を受けた破産手続等において裁

判所に対して行う申立て等をインターネットを用いてしなければならない

ものとする。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録（電子化） 

  民訴法第１３２条の１２及び第１３２条の１３と同様に、裁判所に提出され

た書面等及び記録媒体のファイルへの記録（電子化）のルールとして、次のよ

うな規律を設けるものとする。 

① 申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等に

記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項を

ファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

② 裁判所書記官は、①の申立て等に係る書面等のほか、破産手続等の手続に

おいて裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されて

いる事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイ

ルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

③ 裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されている

事項のうち、次のものについては、①及び②の規律にかかわらず、ファイル

に記録することを要しない。 

ⅰ 第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密のうち特に必要があ

るもの 

ⅱ 秘匿決定の申立てがあった場合における秘匿事項の届出に係る事項 

ⅲ 当事者の閲覧等の制限の申立て又は当事者の閲覧等の制限の決定があ

った閲覧等の制限がされるべき事項のうち必要があるもの 

（注） 民訴法第９２条第９項及び第１０項、第１３３条の２第５項及び第６項並びに第１３

３条の３第２項と同様に、インターネットを用いた提出によりファイルに記録された電

子化された事件記録のうち、①第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密のうち

特に必要がある部分又は②当事者の閲覧等の制限の申立て若しくは当事者の閲覧等の

制限の決定があった閲覧等の制限がされるべき事項が記録された部分は、その内容を書

面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電子化された事

件記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要かつ適切なものと

して最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるものとする。 
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３ 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する裁判書並びに裁判所書記官が作成する調書及び破産債権者

表等について、書面による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところによ

り、電磁的記録により作成するものとする。 

 

４ 期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用 

(1) 口頭弁論の期日 

口頭弁論の期日について、民訴法第８７条の２第１項及び第３項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議を当事者に利用させることができ

るものとする。 

 

(2) 審尋の期日 

審尋の期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用に関し、次のような規

律を設けるものとする。 

① 審尋の期日について、民訴法第８７条の２第２項及び第３項の規定を準

用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議又は電話会議を当事者に利用さ

せることができる。 

② 参考人等の審尋について、民訴法第１８７条第３項及び第４項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところ

により、ウェブ会議により参考人又は当事者を審尋することができるとす

るとともに、当事者双方に異議がないときは、電話会議により参考人又は

当事者を審尋することができる。 

 

(3) 債権調査期日 

債権調査期日におけるウェブ会議の利用に関し、次のような規律を設ける

ものとする。 

① 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、

ウェブ会議によって、債権調査期日における手続を行うことができる。 

② ①の期日に出頭しないでウェブ会議により手続に関与した破産管財人、

破産者又は届出をした破産債権者は、その期日に出頭したものとみなす。 

 

(4) 債権者集会の期日 

債権者集会の期日におけるウェブ会議の利用に関し、次のような規律を設
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けるものとする。 

① 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、

ウェブ会議によって、債権者集会の期日における手続を行うことができ

る。 

② ①の期日に出席しないでウェブ会議により手続に関与した破産管財人、

外国管財人、破産者又は届出をした破産債権者は、その期日に出席したも

のとみなす。 

 

５ 電子化された事件記録の閲覧等 

電子化された事件記録についても請求の主体に係る破産法第１１条の規律を

基本的に維持し、次のような規律を設けるものとする。 

① 利害関係人は、電子化された事件記録について、最高裁判所規則で定める

ところにより、閲覧、複写（ダウンロード）、事件記録に記録されている事

項の内容を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供又は事件

に関する事項を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供（以下

この５において「閲覧等」という。）の請求をすることができる。 

② 破産法第１１条第４項各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処

分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、閲覧等の請求をすることができな

い。ただし、当該者が破産手続開始の申立人である場合は、この限りでない。 

（注） 電子化された事件記録の閲覧等の具体的な方法について、次のような規律を設けるも

のとする。 

   ① 利害関係人は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用いた閲覧等を請求することが

できる。 

   ② 申立人、破産者（債務者）、破産管財人等は、いつでも事件の係属中に裁判所外端

末を用いた閲覧又は複写をすることができる。債権者として閲覧等が認められた者

も、同様とする。 

 

６ 送達 

(1) 電磁的記録の送達 

破産手続等における電磁的記録の送達について、民訴法第１０９条から第

１０９条の４までの規定を準用するものとする。 

 

(2) 公示送達 

破産手続等における公示送達について、民訴法第１１１条の規定を準用す

るものとする。 
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（説明） 

以下の議論を踏まえ、第１５回会議における議論のとおり、公告につき記載をしていない。 

これまでの会議では、個人破産についてその公告の内容を見直し、官報公告を廃止して、そ

の公告の方法を裁判所の掲示場による掲示や裁判所設置端末に限って行うべきであるなどの

意見があった。また、プライバシー侵害のリスクを低減しつつ、破産公告の効果も併せて実現

できるような発想でこの検討を行うということが重要ではないかの意見もあり、公告を見直

しつつ、信用情報の収集情報源の一つにこの情報がなっているということに対応した情報提

供の在り方について、更に検討を深める必要があるとの指摘もあった。さらに、ＩＴ化が進ん

だからこそ出てきた新たな問題というのに対処するというのも、もう一つの大きな視点であ

り、今すぐに解決していかなければいけない課題であるなどの指摘もあった。 

また、公告という制度を一つの軸として現在の倒産手続が組み立てられており、公告の方法

を改め、その機能を弱めていくと、その場合にどのような事態を考える必要が出てくるかとい

うことを考えなければいけないとの指摘や、公告は破産債権者の財産権の保障のためのツー

ルであるということを無視して議論することはできず、結局、破産債権者の負担において破産

者を保護するのが適切なのかどうかという問題になり、公告の方法を見直すに際しては、代替

ツールがほかにあり得るかどうかということも考えなければいけないとの指摘もあった。加

えて、個人破産における官報公告の廃止には、現状、様々な意見があり、現状では、官報公告

を残すほかないとの指摘もあった。 

そして、これまでの会議では、上記のとおり、今すぐに解決していかなければならないとの

指摘もあったものの、意見の多くは、この部会において、結論を出すことはできない問題であ

り、破産法全体の制度を整合的に考えて議論すべき問題であるというものであった。 

なお、以上の視点（個人破産における公告の見直し）とは別に、手続の迅速化及び利用者費

用負担の軽減等から、破産手続等における公告は、裁判所のウェブサイトに掲載する方法によ

りするものとし、官報公告を廃止すべきとの意見もあったが、これに反対する意見があり、そ

のような意見は記載していない。 

 

７ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限 
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費用額確定処分の申立ての期限について、民訴法第７１条第２項の規定を

準用するものとする。 

 

(3) 破産債権表の更正 

破産債権者表の更正について、次のような規律を設けるものとする。 

① 破産債権者表の更正の処分又はその申立てを却下する処分は、相当と認

める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 

② 破産債権者表の更正の処分又はその申立てを却下する処分に対する異

議の申立ては、その告知を受けた日から１週間の不変期間内にしなければ

ならない。 

③ ②の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることがで

きる。 

 

第４ 民事再生、会社更生、特別清算及び外国倒産処理手続の承認援助の手続 

再生手続（民事再生法）、更生手続（会社更生法）、特別清算の手続（会社法）

及び承認援助手続（外国倒産処理手続の承認援助に関する法律）について、第３

の破産手続等の各項目と同様の項目につき、これと同様にＩＴ化するものとす

る。 

（注） 再生手続における管財人、保全管理人、監督委員、調査委員及び個人再生委員、管財人

代理及び保全管理人代理、更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理

人代理、監督委員及び調査委員並びに特別清算の手続における監督委員及び調査委員は、

当該選任を受けた手続において裁判所に対して行う申立て等をインターネットを用いてし

なければならないものとする。 

 

第５ 非訟事件 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

非訟事件の手続において裁判所に対して行う申立て等については、民訴法

第１３２条の１０の規定と同様に、全ての裁判所に対し、一般的に、インタ

ーネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるものとする。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

非訟事件の手続において、民訴法第１３２条の１１の規定と同様に、委任

を受けた手続代理人（非訟法第２２条第１項ただし書の許可を得て手続代理

人となったものを除く。）等は、裁判所に対して行う申立て等をインターネ
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ットを用いてしなければならないものとする。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録（電子化） 

裁判所に提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録（電子化）のル

ールとして、次のような規律を設けるものとする。 

  ① 申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等に

記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項を

ファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

  ② 裁判所書記官は、①の申立て等に係る書面等のほか、非訟事件の手続にお

いて裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されてい

る事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイル

に記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

  ③ 裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されている

事項のうち、次のものについては、①及び②の規律にかかわらず、ファイル

に記録することを要しない。 

ⅰ 秘匿決定の申立てがあった場合における秘匿事項の届出に係る事項 

ⅱ 秘匿決定があった場合における秘匿事項又は秘匿事項を推知すること

ができる事項が記載され、又は記録された部分のうち必要があるもの 

（注） 裁判所は、秘匿決定があった場合において、必要があると認めるときは、ファイル

に記録され電子化された記録のうち、秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる

事項が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれらを他の記録媒体

に記録するとともに、当該部分を電子化された記録から消去する措置その他の当該部

分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講

ずることができるものとする。 

 

３ 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する裁判書及び裁判所書記官が作成する調書等について、書面

による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によ

り作成するものとする。 

 

４ 期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用 

(1) 当事者の期日参加 

（いわゆる遠隔地要件を削除し、）裁判所は、相当と認めるときは、当事

者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議又は

電話会議によって、非訟事件の手続の期日における手続（証拠調べを除く。）
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を行うことができるものとする。 

 

(2) 専門委員の期日における意見聴取 

（いわゆる遠隔地要件を削除し、）裁判所は、相当と認めるときは、当事

者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議又は

電話会議によって、専門委員に非訟法第３３条第１項の意見を述べさせるこ

とができるものとする。 

（注） 期日において意見等を述べることができる専門家等につき、専門委員と同様に、ウ

ェブ会議又は電話会議によって意見を述べることができるものとする。 

 

５ 和解調書の送付 

和解を記載した調書は、当事者に送付しなければならないものとする。 

（注１） 本文の考えは、裁判所の判断において、送達の方法により送付をすることを許容す

るものである。 

（注２） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組

み込み一本化することと併せて実現するものとする。 

 

（説明） 

  （注１）のとおり、本文の考えは、裁判所の判断において、送達の方法により送付をするこ

とを許容するものである。もっとも、これまでの議論のとおり、非訟事件の和解調書が債務名

義となる場合には、強制執行をするためには債務者への送達が必要となるのであるし、和解に

際して、当事者は送達を希望するかどうかの意見を述べることができると解され、裁判所にお

いて、和解調書の送達を望む当事者の意向があれば、その意向に沿って送達をし、その意向に

反してあえて、送達をせずに、和解調書を送付するといった取扱いをすることは想定していな

い。以上のことは、以下の民事調停、家事調停等における調停調書の送付、第７の５(2)の審

判書に代わる調書の送付についても、同様である。 

 

６ 電子化された事件記録の閲覧等 

(1) 原則 

電子化された事件記録についても請求の主体及び裁判所の許可に係る非訟

法第３２条第１項の規律を基本的に維持し、当事者又は利害関係を疎明した

第三者は、裁判所の許可を得て、電子化された事件記録について、最高裁判

所規則で定めるところにより、閲覧、複写（ダウンロード）、事件記録に記

録されている事項の内容を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しくは

提供又は事件に関する事項を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しく
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は提供（以下この６において「閲覧等」という。）の請求をすることができ

るものとする。 

（注） 裁判所の許可を得ることなく記録の閲覧等を認めている事件類型（借地非訟事件な

ど）や資料については、これが電子化された場合には、民事訴訟と同様の方法による

閲覧等を認めるものとする。 

 

（説明） 

部会資料１９では、（注１）として具体的な閲覧等の方法を記載していたが、第１５回会議

の意見を踏まえて、許可との関係を記載することとの関係で、（後注）として記載することに

している。 

 

(2) 自己の提出した書面等及び裁判書等 

自己の提出した書面等及び裁判書等に関し、次のような規律を設けるもの

とする。 

① 当事者は、電子化された事件記録中当該当事者が提出したものに係る事

項については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の

請求をすることができる。 

② 当事者は、電子裁判書については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書

記官に対し、閲覧等の請求をすることができる。裁判を受ける者が当該裁

判があった後に請求する場合も、同様とする。 

③ 当事者は、事件に関する事項を証明した文書又は電磁的記録について

は、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付又は提供の

請求をすることができる。裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求す

る場合も、同様とする。 

（注） 当事者は、電子化されていない事件記録中当該当事者が提出したものに係る事項に

ついては、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の請求をすること

ができるものとする。 

 

（後注） 電子化された事件記録の閲覧等の具体的な方法について、次のような規律を設け

るものとする。 

   ① 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用

いた閲覧等の請求をすることができる。 

   ② 当事者は、(1)の許可を得た事件記録並びに(2)①及び②の事件記録につき、いつ

でも事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧又は複写をすることができる。 
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（説明） 

第１５会議での意見を踏まえて、②の閲覧・謄写の対象につき明記することとしている。な

お、許可の在り方についての議論については部会資料１６等参照。 

 

７ 送達 

(1) 電磁的記録の送達 

非訟事件の手続における電磁的記録の送達について、民訴法第１０９条か

ら第１０９条の４までの規定を準用するものとする。 

 

(2) 公示送達 

非訟事件の手続における公示送達について、民訴法第１１１条の規定を準

用するものとする。 

 

８ 公示催告事件における公告 

公示催告事件についての公告において、現行法で認められている裁判所の掲

示場への掲示に代えて、裁判所に設置された端末で閲覧することができるよう

にする措置をとることができるものとする。 

 

９ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限及び申立て手数料の納付がない場合の規律 

費用額確定の申立ての期限や、申立て手数料の納付がない場合の納付命令

の裁判所書記官の権限について民事訴訟手続と同様の規律を設けるものと

するほか、申立て手数料を納付しないことを理由とする申立書却下に対して

申立て手数料を納付しないまました即時抗告は原裁判所において却下しな

ければならないとの規律を設けるものとする。 

 

(3) 調書の更正 

調書の更正について、次のような規律を設けるものとする。 

① （和解調書以外の）調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する



22 

明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、い

つでも更正することができる。 

② ①の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、

その旨をファイルに記録してしなければならない。 

③ ①の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによっ

て、その効力を生ずる。 

④ ①の規定による更正の処分又は①の申立てを却下する処分に対する異

議の申立ては、その告知を受けた日から１週間の不変期間内にしなければ

ならない。 

 

第６ 民事調停 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

民事調停の手続において裁判所に対して行う申立て等については、民訴法

第１３２条の１０の規定と同様に、全ての裁判所に対し、一般的に、インタ

ーネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるものとする。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

民事調停の手続において、民訴法第１３２条の１１の規定と同様に、委任

を受けた代理人（民調法第２２条において準用する非訟法第２２条第１項た

だし書の許可を得て代理人となったものを除く。）等は、裁判所に対して行

う申立て等をインターネットを用いてしなければならないものとする。 

 

（説明） 

部会資料１９では、「(非訟法を準用することにより)」との記載をしていたが、これを削除

して、端的に、その内容を記載する形にし、また、非訟法第２２条は民調法第２２条において

準用しているので、その点を明記している。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録（電子化) 

裁判所に提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録（電子化)のル

ールとして、次のような規律を設けるものとする。 

① 申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等に

記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項を

ファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

② 裁判所書記官は、①の申立て等に係る書面等のほか、民事調停の手続にお
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いて裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されてい

る事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイル

に記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

③ 裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されている

事項のうち、次のものについては、①及び②の規律にかかわらず、ファイル

に記録することを要しない。 

ⅰ 第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密のうち特に必要があ

るもの 

ⅱ 秘匿決定の申立てがあった場合における秘匿事項の届出に係る事項 

ⅲ 当事者の閲覧等の制限の申立て又は当事者の閲覧等の制限の決定があ

った閲覧等の制限がされるべき事項のうち必要があるもの 

（注） 民訴法第９２条第９項及び第１０項、第１３３条の２第５項及び第６項並びに第１

３３条の３第２項と同様に、インターネットを用いた提出によりファイルに記録され

た電子化された事件記録のうち、①第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密

のうち特に必要がある部分又は②当事者の閲覧等の制限の申立て若しくは当事者の

閲覧等の制限の決定があった閲覧等の制限がされるべき事項が記録された部分は、そ

の内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電

子化された事件記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要か

つ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるものとする。 

 

３ 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する裁判書及び裁判所書記官が作成する調書等について、書面

による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によ

り作成するものとする。 

 

４ 期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用 

（いわゆる遠隔地要件を削除し、）調停委員会（裁判官又は民事調停官のみ

で民事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官又は民事調停官）は、相

当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところに

より、ウェブ会議又は電話会議によって、民事調停の手続の期日における手続

（証拠調べを除く。）を行うことができるものとする。 

 

５ 調停調書の送付 

調停における合意を記載した調書は、当事者に送付しなければならないもの

とする。 
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（注１） 本文の考えは、裁判所の判断において、送達の方法により送付をすることを許容す

るものである。 

（注２） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組

み込み一本化することと併せて実現するものとする。 

 

６ 事件記録の閲覧等 

(1) 電子化された事件記録の閲覧等 

電子化された事件記録についても請求の主体に係る民調法第１２条の６第

１項の規律を基本的に維持し、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、電

子化された事件記録について、最高裁判所規則で定めるところにより、閲覧、

複写（ダウンロード）、事件記録に記録されている事項の内容を証明した文

書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供又は事件に関する事項を証明した

文書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供（以下この(1)において「閲覧等」

という。）の請求をすることができるものとする。 

（注） 電子化された事件記録の閲覧等の具体的な方法について、次のような規律を設ける

ものとする。 

   ① 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用

いた閲覧等を請求することができる。 

   ② 当事者は、いつでも事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧又は複写をするこ

とができる。 

 

(2) 秘密保護のための閲覧等の制限 

民事調停の手続における電子化された事件記録及び電子化されていない

事件記録について、民訴法第９２条第１項から第８項までの規定を準用する

ものとする。 

 

７ 送達 

(1) 電磁的記録の送達 

民事調停の手続における電磁的記録の送達について、（非訟法を準用する

ことにより）民訴法第１０９条から第１０９条の４までの規定を準用するも

のとする。 

 

(2) 公示送達 

民事調停の手続における公示送達について、（非訟法を準用することによ

り）民訴法第１１１条の規定を準用するものとする。 
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８ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限及び申立て手数料の納付がない場合の規律 

費用額確定の申立ての期限や、申立て手数料の納付がない場合の納付命令

の裁判所書記官の権限について民事訴訟手続と同様の規律を設けるものと

するほか、申立て手数料を納付しないことを理由とする申立書却下に対して

申立て手数料を納付しないまました即時抗告は原裁判所において却下しな

ければならないとの規律を設けるものとする。 

 

(3) 調書の更正 

調書の更正について、次のような規律を設けるものとする。 

① （調停調書以外の）調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する

明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、い

つでも更正することができる。 

② ①の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、

その旨をファイルに記録してしなければならない。 

③ ①の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによっ

て、その効力を生ずる。 

④ ①の規定による更正の処分又は①の申立てを却下する処分に対する異

議の申立ては、その告知を受けた日から１週間の不変期間内にしなければ

ならない。 

 

第７ 労働審判 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

労働審判手続において裁判所に対して行う申立て等については、民訴法第

１３２条の１０の規定と同様に、全ての裁判所に対し、一般的に、インター

ネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるものとする。 
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(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

労働審判手続において、民訴法第１３２条の１１の規定と同様に、委任を

受けた代理人（労審法第４条第１項ただし書の許可を得て代理人となったも

のを除く。）等は、裁判所に対して行う申立て等をインターネットを用いて

しなければならないものとする。 

 

（説明） 

部会資料１９では、「(非訟法を準用することにより)」との記載をしていたが、これを削除

して、端的に、その内容を記載する形にしている。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録(電子化) 

裁判所に提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録（電子化)のル

ールとして、次のような規律を設けるものとする。 

① 申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等に

記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項を

ファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

② 裁判所書記官は、①の申立て等に係る書面等のほか、労働審判手続におい

て裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されている

事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに

記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

③ 裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されている

事項のうち、次のものについては、①及び②の規律にかかわらず、ファイル

に記録することを要しない。 

 ⅰ 第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密のうち特に必要があ

るもの 

 ⅱ 秘匿決定の申立てがあった場合における秘匿事項の届出に係る事項 

 ⅲ 当事者の閲覧等の制限の申立て又は当事者の閲覧等の制限の決定があ

った閲覧等の制限がされるべき事項のうち必要があるもの 

（注） 民訴法第９２条第９項及び第１０項、第１３３条の２第５項及び第６項並びに第１

３３条の３第２項と同様に、インターネットを用いた提出によりファイルに記録され

た電子化された事件記録のうち、①第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密

のうち特に必要がある部分又は②当事者の閲覧等の制限の申立て若しくは当事者の

閲覧等の制限の決定があった閲覧等の制限がされるべき事項が記録された部分は、そ

の内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電

子化された事件記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要か
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つ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるものとする。 

 

３ 裁判書及び調書等の電子化 

労働審判委員会が作成する審判書、裁判官が作成する裁判書及び裁判所書記

官が作成する調書等について、書面による作成に代えて、最高裁判所規則で定

めるところにより、電磁的記録により作成するものとする。 

 

４ 期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用 

（いわゆる遠隔地要件を削除し、）労働審判委員会は、相当と認めるときは、

当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議又

は電話会議によって、労働審判手続の期日における手続（証拠調べを除く。）

を行うことができるものとする。 

（注） 労働審判手続の証拠調べにおけるウェブ会議又は電話会議の利用については、後記８

で取り上げている証拠調べの規律が優先的に適用されることを前提としている（民事訴

訟手続と同様の規律とする場合には、証人尋問はウェブ会議を利用することができるが

電話会議を利用することはできず、証拠調べとしての参考人等の審尋（民訴法第１８７

条第３項及び第４項参照）は原則としてウェブ会議を利用することができるが、当事者

に異議がないときは電話会議を利用することができることとなる。）。 

 

５ 調停調書等の送付 

(1) 調停における合意を記載した調書 

調停における合意を記載した調書は、当事者に送付しなければならないも

のとする。 

（注１） 本文の考えは、裁判所の判断において、送達の方法により送付をすることを許容す

るものである。 

（注２） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組

み込み一本化することと併せて実現するものとする。 

 

(2) 審判書に代わる調書 

審判書に代わる調書は、当事者に送付しなければならないものとする。 

（注１） 本文の考えは、裁判所の判断において、送達の方法により送付をすることを許容す

るものである。 

（注２） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組

み込み一本化することと併せて実現するものとする。 
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６ 電子化された事件記録の閲覧等 

電子化された事件記録についても請求の主体に係る労審法第２６条第１項の

規律を基本的に維持し、当事者及び利害関係を疎明した第三者は、電子化され

た事件記録について、最高裁判所規則で定めるところにより、閲覧、複写（ダ

ウンロード）、事件記録に記録されている事項の内容を証明した文書若しくは

電磁的記録の交付若しくは提供又は事件に関する事項を証明した文書若しくは

電磁的記録の交付若しくは提供（以下この６において「閲覧等」という。）の

請求をすることができるものとする。 

（注） 電子化された事件記録の閲覧等の具体的な方法について、次のような規律を設けるも

のとする。 

   ① 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用い

た閲覧等を請求することができる。 

   ② 当事者は、いつでも事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧又は複写をすること

ができる。 

 

７ 送達 

労働審判手続における電磁的記録の送達について、（非訟法を準用すること

により）民訴法第１０９条から第１０９条の４までの規定を準用するものとす

る。 

（注） 労働審判手続における公示送達について、（非訟法を準用することにより）民訴法第１

１１条の規定を準用するものとする。 

 

８ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

ウェブ会議又は電話会議を利用する参考人等の審尋、システムを使った電

磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出や書面の提出に代

えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳述など、ＩＴを活用した

証拠調べ手続について、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限及び申立て手数料の納付がない場合等 

費用額確定処分の申立ての期限及び申立て手数料の納付がない場合等につ

いて、①のとおり規律を設けるとともに、②のような規律を設けるものとす

る。 

① 費用額確定の申立ての期限や、申立て手数料の納付がない場合の納付命

令の裁判所書記官の権限について民事訴訟手続と同様の規律を設けるほ
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か、申立て手数料を納付しないことを理由とする申立書却下に対して申立

て手数料を納付しないまました即時抗告は原裁判所において却下しなけ

ればならないとの規律を設ける。 

② 労審法第２５条の申立ては、労働審判事件が終了した日から１０年以内

にしなければならない。 

 

(3) 調書の更正 

調書の更正について、次のような規律を設けるものとする。 

① （調停調書以外の）調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する

明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、い

つでも更正することができる。 

② ①の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、

その旨をファイルに記録してしなければならない。 

③ ①の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによっ

て、その効力を生ずる。 

④ ①の規定による更正の処分又は①の申立てを却下する処分に対する異

議の申立ては、その告知を受けた日から１週間の不変期間内にしなければ

ならない。 

 

第８ 人事訴訟 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

人事訴訟に関する手続において裁判所に対して行う申立て等については、

民訴法第１３２条の１０の規定を適用し、全ての裁判所に対し、一般的に、

インターネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるものとする。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

人事訴訟に関する手続において、民訴法第１３２条の１１の規定を適用し、

委任を受けた訴訟代理人等は、裁判所に対して行う申立て等をインターネッ

トを用いてしなければならないものとする。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録（電子化） 

(1) 民事訴訟のルールの適用 

裁判所に提出された書面等及び記録媒体について、民訴法第１３２条の１

２及び第１３２条の１３の規定を適用し、次のような規律を設けるものとす
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る（書面等及び記録媒体については、事実の調査に係るものを含むものとす

る。）。 

① 申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等

に記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事

項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りで

ない。 

② 裁判所書記官は、①の申立て等に係る書面等のほか、人事訴訟に関する

手続において裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記

録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事

項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りで

ない。 

③ 裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されてい

る事項のうち、次のものについては、①及び②の規律にかかわらず、ファ

イルに記録することを要しない。 

ⅰ 第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密のうち特に必要があ

るもの 

ⅱ 秘匿決定の申立てがあった場合における秘匿事項の届出に係る事項 

ⅲ 当事者の閲覧等の制限の申立て又は当事者の閲覧等の制限の決定があ

った閲覧等の制限がされるべき事項のうち必要があるもの 

（注） 民訴法第９２条第９項及び第１０項、第１３３条の２第５項及び第６項並びに第１

３３条の３第２項の規定を適用し、インターネットを用いた提出によりファイルに記

録された電子化された訴訟記録のうち、①第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営

業秘密のうち特に必要がある部分又は②当事者の閲覧等の制限の申立て若しくは当

事者の閲覧等の制限の決定があった閲覧等の制限がされるべき事項が記録された部

分は、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該

部分を電子化された訴訟記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のため

に必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるも

のとする。 

 

(2) 人訴法特有のルール（事実の調査に係る提出書面等のファイルへの記録

（電子化）の例外） 

事実の調査において裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、

又は記録されている事項のうち、(1)③のほか、秘匿決定があった場合におけ

る秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録

された部分のうち必要があるものについては、(1)②の規律にかかわらず、フ
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ァイルに記録することを要しないものとする。 

（注） 裁判所は、(1)の（注）のほか、秘匿決定があった場合において、必要があると認め

るときは、ファイルに記録され電子化された事実調査部分の記録のうち、秘匿事項又

は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分につき、その内容を書面に

出力し、又はこれらを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電子化された記

録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要かつ適切なものとし

て最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるものとする。 

 

３ 裁判書等及び報告書の電子化 

(1) 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する裁判書及び裁判所書記官が作成する調書等について、民

訴法の規定を適用し、書面による作成に代えて、最高裁判所規則で定めると

ころにより、電磁的記録により作成するものとする。 

 

(2) 家庭裁判所調査官の報告書の電子化 

家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果の書面による報告（人訴法第３４

条第３項参照）に代えて、最高裁判所規則で定めることにより、当該書面に

記載すべき事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記録媒

体を提出する方法により報告を行うことができるものとする。 

 

４ 期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用 

(1) 当事者の陳述を聴く審問期日 

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則

で定めるところにより、ウェブ会議又は電話会議によって、当事者の陳述を

聴く審問期日における手続を行うことができるものとする。 

 

(2) 参与員の立会い 

家庭裁判所は、人訴法第９条第１項の規定により参与員を審理又は和解の

試みに立ち会わせる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴

いて、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議又は電話会議によ

って、参与員に審理又は和解の試みに立ち会わせ、当該期日における行為を

行わせることができるものとする。 

 

５ 和解調書等の送達 

人事訴訟に関する手続について、民訴法第２６７条第２項を適用し、和解又
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は請求の放棄若しくは認諾を記載した調書は、当事者に送達しなければならな

いものとする。 

（注） 本文は、現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数

料に組み込み一本化することと併せて実現することを提案するものである。 

 

６ 電子化された訴訟記録の閲覧等 

(1) 電子化された訴訟記録（事実の調査に係る部分を除く。）の閲覧等 

電子化された訴訟記録（事実の調査に係る部分を除く。以下この(1)におい

て同じ。）の閲覧等に関し、民訴法第９１条の２及び第９１条の３の規定を

適用し、次のような規律を設けるものとする。 

① 何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、

電子化された訴訟記録の閲覧を請求することができる。 

② 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電子化

された訴訟記録について、最高裁判所規則で定めるところにより、複写（ダ

ウンロード）、訴訟記録に記録されている事項の内容を証明した文書若し

くは電磁的記録の交付若しくは提供又は訴訟に関する事項を証明する文

書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供（以下この(1)において「閲覧

等」という。）の請求をすることができる。 

（注） 電子化された訴訟記録の閲覧等の具体的な方法について、次のような規律を設ける

ものとする。 

   ① 何人も、裁判所設置端末を用いた閲覧を請求することができる。 

   ② 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用

いた閲覧等を請求することができる。 

   ③ 当事者は、いつでも事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧又は複写をするこ

とができる。 

 

(2) 事実の調査に係る部分の閲覧等 

ア 原則 

電子化された訴訟記録中事実の調査に係る部分の閲覧等の請求について

は、請求の主体及び裁判所の許可に係る人訴法第３５条の規律を基本的に

維持し、次のような規律を設けるものとする。 

① 当事者は、裁判所が人訴法第３５条第２項と同様の規律により許可し

たときに限り、電子化された訴訟記録中事実の調査に係る部分について、

最高裁判所規則で定めるところにより、閲覧、複写（ダウンロード）又

はその部分に記録されている事項の内容を証明した文書若しくは電磁的
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記録の交付若しくは提供（以下この(2)ア及びイ本文において「閲覧等」

という。）の請求をすることができる。 

② 利害関係を疎明した第三者は、裁判所が人訴法第３５条第３項と同様

の規律により許可したときに限り、電子化された訴訟記録中事実の調査

に係る部分について、最高裁判所規則で定めるところにより、閲覧等の

請求をすることができる。 

 

イ 自己の提出したものの閲覧等の請求 

当事者は、電子化された訴訟記録中事実の調査に係る部分のうち当該当

事者が提出したものに係る事項については、裁判所の許可を得ないで、裁

判所書記官に対し、閲覧等の請求をすることができるものとする。 

（注） 当事者は、電子化されていない訴訟記録中当該当事者が提出したものに係る事項

については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の請求をする

ことができるものとする。 

 

（後注） 電子化された訴訟記録（事実の調査に係る部分に限る。）の閲覧等の具体的な

方法について、次のような規律を設けるものとする。 

   ① 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を

用いた閲覧等を請求することができる。 

   ② 当事者は、(2)アの許可を得た事件記録並びに(2)イの事件記録につき、いつで

も事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧又は複写をすることができる。 

 

（説明） 

第１５会議での意見を踏まえて、②の閲覧・複写の対象につき明記することとし、その関係

で、（後注）として記載することとしている。なお、許可の在り方についての議論については

部会資料１６等参照。 

 

７ 送達 

(1) 電磁的記録の送達 

人事訴訟に関する手続における電磁的記録の送達について、民訴法第１０

９条から第１０９条の４までの規定を適用するものとする。 

 

(2) 公示送達 

人事訴訟に関する手続における公示送達について、民訴法第１１１条の規

定を適用するものとする。 



34 

 

８ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民訴法の規定を適用するものとする。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限 

費用額確定処分の申立ての期限について、民訴法第７１条第２項を適用す

るものとする。 

 

第９ 家事事件 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

家事事件の手続において裁判所に対して行う申立て等については、民訴法

第１３２条の１０の規定と同様に、全ての裁判所に対し、一般的に、インタ

ーネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるものとする。 

（注）申立て等をインターネットを用いてする際の方法につき、システム上のフォーマッ

ト入力の方式を導入することについて検討するものとする。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

家事事件の手続において、民訴法第１３２条の１１の規定と同様に、委任

を受けた手続代理人（家事法第２２条第１項ただし書の許可を得て手続代理

人となったものを除く。）等は、裁判所に対して行う申立て等をインター ネ

ットを用いてしなければならないものとする。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録(電子化) 

   裁判所に提出された書面等及び記録媒体のファイルへの記録(電子化)のルー

ルとして、次のような規律を設けるものとする。 

  ① 申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等に

記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項を

ファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

  ② 裁判所書記官は、①の申立て等に係る書面等のほか、家事事件の手続（別

表第一に掲げる事項についての審判事件（同表に掲げる事項についての審判
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前の保全処分の事件を含む。）であって最高裁判所規則で定めるものを除

く。）において裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記

録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項

をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでな

い。 

  ③ 裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されている

事項のうち、次のものについては、①及び②の規律にかかわらず、ファイル

に記録することを要しない。 

   ⅰ 秘匿決定の申立てがあった場合における秘匿事項の届出に係る事項 

   ⅱ 秘匿決定があった場合における秘匿事項又は秘匿事項を推知することが

できる事項が記載され、又は記録された部分のうち必要があるもの 

（注） 裁判所は、秘匿決定があった場合において、必要があると認めるときは、ファイル

に記録され電子化された記録のうち、秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる

事項が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれらを他の記録媒体

に記録するとともに、当該部分を電子化された記録から消去する措置その他の当該部

分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講

ずることができるものとする。 

 

３ 裁判書等及び報告書の電子化 

(1) 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する審判書その他の裁判書及び裁判所書記官が作成する調書

等について、書面による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところによ

り、電磁的記録により作成するものとする。 

 

(2) 家庭裁判所調査官及び裁判所技官の報告書の電子化 

家庭裁判所調査官及び裁判所技官の報告書の電子化に関し、次のような規

律を設けるものとする。 

① 家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果の書面による報告（家事法第５

８条第３項参照）に代えて、最高裁判所規則で定めることにより、当該書

面に記載すべき事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記

録媒体を提出する方法により報告を行うことができる。 

② 前記①の規律は、裁判所技官による診断の結果について準用する。 

 

４ 期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用 

(1) 当事者の期日参加等 



36 

（いわゆる遠隔地要件を削除し、）家庭裁判所（家事調停の場合にあって

は、調停委員会（裁判官又は家事調停官のみで家事調停の手続を行う場合に

あっては、その裁判官又は家事調停官）以下(2)及び(3)も同じ。）は、相当

と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところに

より、ウェブ会議又は電話会議によって、家事事件の手続の期日における手

続（証拠調べを除く。）を行うことができるものとする。 

 

(2) 参与員の立会い 

家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所

規則で定めるところにより、ウェブ会議又は電話会議によって、参与員に家

事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日における行為を行わせることが

できるものとする。 

 

(3) 家庭裁判所調査官及び裁判所技官の期日参加等 

家庭裁判所調査官及び裁判所技官の期日参加等に関し、次のような規律を

設けるものとする。 

① 家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議又は電話会議によって、家庭裁

判所調査官に家事事件の手続の期日に立ち会わせることができるものと

するとともに、当該期日において家事法第５９条第２項（同法第２５８条

第１項において準用する場合を含む。）の意見を述べさせることができる。 

② ①の規律は、裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について準用

する。 

（注） ウェブ会議又は電話会議を利用して、当該調停委員会を組織していない家事調停委

員から意見を聴取することができるものとする。 

 

５ 当事者双方が受諾書を提出する方法による調停 

当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者

双方があらかじめ調停委員会（裁判官又は家事調停官のみで家事調停の手続を

行う場合にあっては、その裁判官又は家事調停官）から調停が成立すべき日時

を定めて提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過

したときは、その日時に、当事者間に合意が成立したものとみなすものとする。 

 

６ 調停調書の送付 

調停における合意を記載した調書は、当事者に送付しなければならないもの
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とする。 

（注１） 本文の考えは、裁判所の判断において、送達の方法により送付をすることを許容す

るものである。 

（注２） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組

み込み一本化することと併せて実現するものとする。 

 

７ 電子化された事件記録の閲覧等 

(1) 原則 

電子化された事件記録についても請求の主体及び裁判所の許可に係る家事

法第４７条第１項及び第２５４条第１項の規律を基本的に維持し、当事者又

は利害関係を疎明した第三者は、電子化された事件記録について、裁判所の

許可を得て、最高裁判所規則で定めるところにより、閲覧、複写（ダウンロ

ード）、事件記録に記録されている事項の内容を証明した文書若しくは電磁

的記録の交付若しくは提供又は事件に関する事項を証明した文書若しくは電

磁的記録の交付若しくは提供（以下この７において「閲覧等」という。）の

請求をすることができるものとする。 

 

(2) 自己の提出した書面等及び裁判書等 

自己の提出した書面等及び裁判書等に関し、次のような規律を設けるもの

とする。 

① 当事者は、電子化された事件記録中当該当事者が提出したものに係る事

項については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の

請求をすることができる。 

② 当事者は、電子審判書その他の電子裁判書については、裁判所の許可を

得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の請求をすることができる。審判

を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。 

③ 当事者は、事件に関する事項を証明した文書又は電磁的記録について

は、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付又は提供の

請求をすることができる。審判を受ける者が当該審判があった後に請求す

る場合も、同様とする。 

④ 当事者は、調停における合意を記載した調書及び調停が終了した際の調

書については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の

請求をすることができる。 

（注） 当事者は、電子化されていない事件記録中当該当事者が提出したものに係る事項に

ついては、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の請求をすること
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ができるものとする。 

 

（後注） 家事事件における電子化された事件記録の閲覧等の具体的な方法について、次の

ような規律を設けるものとする。 

 ① 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用

いた閲覧等を請求することができる。 

 ② 当事者は、(1)の許可を得た事件記録並びに(2)①、②及び④の事件記録につき、

いつでも事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧又は複写をすることができる。 

 

（説明） 

第１５会議での意見を踏まえて、②の閲覧・複写の対象につき明記することとし、その関係

で、（後注）として記載することとしている。なお、許可の在り方についての議論については

部会資料１６等参照。 

 

８ 送達等 

(1) 電磁的記録の送達 

家事事件の手続における電磁的記録の送達について、民訴法第１０９条か

ら第１０９条の４までの規定を準用するものとする。 

 

(2) 公示送達 

家事事件の手続における公示送達について、民訴法第１１１条の規定を準

用するものとする。 

 

（後注） 家事事件の手続において裁判所が行う公告について、最高裁判所規則で認められて

いる裁判所の掲示場への掲示に代えて、裁判所設置端末で閲覧することができるように

する措置をとることができるものとする。 

 

９ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限及び申立て手数料の納付がない場合の規律 
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費用額確定の申立ての期限や、申立て手数料の納付がない場合の納付命令

の裁判所書記官の権限について民事訴訟手続と同様の規律を設けるものと

するほか、申立て手数料を納付しないことを理由とする申立書却下に対して

申立て手数料を納付しないまました即時抗告は原裁判所において却下しな

ければならないとの規律を設けるものとする。 

 

(3) 調書の更正 

調書の更正について、次のような規律を設けるものとする。 

① 調停調書以外の調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白

な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつで

も更正することができる。 

② ①の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、

その旨をファイルに記録してしなければならない。 

③ ①の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによっ

て、その効力を生ずる。 

④ ①の規定による更正の処分又は①の申立てを却下する処分に対する異

議の申立ては、その告知を受けた日から１週間の不変期間内にしなければ

ならない。 

 

第１０ 子の返還申立事件の手続（ハーグ条約実施法） 

子の返還申立事件の手続（ハーグ条約実施法）について、第９の家事事件に関

する検討を踏まえ、基本的に、これと同様にＩＴ化するものとする。 

 

第１１ その他 

その他所要の規定を整備するものとする。 

 


